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地震の活動期を見据えて ■.■

住宅耐震リフォームの
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儲 演会〕13:00-14:35 〔1固別1旧副モJa)11:oo-12:30//14:35-15:35
(事前予約の方優先)

“
生駒市コミュニティセンター 403・404号会議室

駐掛嚇Jお電話またはFAXにてお申込み下さい。

[講  演]特定非営利活動法人『人・家・街 安全支援機構』

「木造住宅の具体的な耐震診断・補強方法と

リフォーム成功の秘訣と実例紹介J

[制 度説明]生駒市 都市整備部 建築課 職員

「生駒市における住宅の耐震化の補助制度についてJ
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訥 nM討I]輸鎌 躙 倒 思

t Organレ alon略称〈LSO〉 内閣府認証(府国生第1747号 )

フリーダイヤル 0120日263日 150
TEL 06Ⅲ6456‐ 1010 FAX 06‐ 6456‥ 1073
受付時間 9:00～ 18:00(日・祝休)
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●耐震の必要性を感じました。

●住宅の耐震化に必要な基礎矢□識が得られた。

●補助金制度について矢□らなかった事が少し理解できてよかったです。

●講演内容がわかりやすかった。参カロして有益でした。

●今後リフォームを検討しているので耐震を含めて考えたいと思います。

おもに昭和5(鶏15月31日以前に建てられ|た木造住宅が補助対象です

田耐震診断の補助として、最大2万円までの補助金力受けられます。

田 耐 改修工事の補助も行つており、最大50万円までの震

助金 が受けられます。

L』 30万円 最大50賢ヲH
省エネ改修工事

最 大50万円

奨励金と補助金併せると

最大130万円

阪神淡路大震災・熊本地震では、昭和56年以降の比較的新しい木造住宅の一部においても倒壊等が発生し

ています。そのため、特に建築基準法の構造規定が改正された平成12年 6月以前の木造住宅についても、
しつかりとメンテナンスを実施し、性能を維持していくことが大切です。

昭和56年6月～平成12年6月に建てられた本造住宅も耐震診断の補助対象になる可能性がありますので、

市役所にお問い合わせ下さい。

[申込方法]◎お電話またはFAXでお申し込み下さい。

眸申込剣霜ぽ
1『人0家・街 安全支援機
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